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名称 概要 設置根拠 常設 公募 傍聴 担当所属

伊丹市公共施設マネジメント推進検討委員会

市長の諮問に応じ、基本計画の策定、変更又は廃止に関する事項を調査審議し、答申し
ます。

伊丹市公共施設マネジメント基本条
例

× 〇 可 総合政策部施設マネジメント課

演劇ホール跡利活用事業公募型プロポーザル審査会

演劇ホール跡利活用事業公募型プロポーザル審査において下記の事項を所掌します。
(１)　審査要領及び実施要項の策定に関すること。
(２)　企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(３)　その他審査会において必要と認めた事項。

演劇ホール跡利活用事業公募型プ
ロポーザル審査会設置要綱

× 〇 不可 総合政策部施設マネジメント課

伊丹市総合計画審議会

市長の諮問に応じ、市の総合計画に関する事項を調査審議し、市長に答申します。

執行機関の附属機関に関する条例 × 〇 可 総合政策部政策室

伊丹市環境審議会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申します。
(１)環境基本計画に関すること。
(２)その他環境の保全及び創造に関する重要事項 環境基本法

伊丹市環境基本条例
〇 〇 可 総合政策部グリーン戦略室

伊丹市環境審議会みどり環境部会

都市緑地法に基づく緑の基本計画及び生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略
にかかる事項を審議します。

伊丹市環境基本条例 〇 × 可
都市交通部みどり公園室
みどり自然課

伊丹市情報公開・個人情報保護審査会

伊丹市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律等に基づく審査請求、情報公開
制度の適正かつ円滑な運営に関する重要事項、個人情報の保護に関する法律等に基づ
く個人情報保護制度の運営に関する細則等について、調査・審議し、実施機関に意見を
述べます。

伊丹市情報公開・個人情報保護審
査会設置条例

〇 × 可(一部)

伊丹市いじめ問題に関する第三者調査委員会

いじめ防止対策推進法第30条第２項の規定による調査を公正かつ中立に行うため、市
長の諮問に応じ、同法第28条第１項の規定による調査の結果について、調査審議すると
ともに、市長に対し意見を述べます。 伊丹市いじめ問題対策連絡協議会

等条例
× × 不可

伊丹市荒牧財産区管理会

伊丹市荒牧財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は協議で定
める重要なものについて審議します。

地方自治法
伊丹市財産区管理会条例

〇 × 不可

伊丹市鴻池財産区管理会

伊丹市鴻池財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は協議で定
める重要なものについて審議します。

地方自治法
伊丹市財産区管理会条例

〇 × 不可

伊丹市新田中野財産区管理会

伊丹市新田中野財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は協議
で定める重要なものについて審議します。

地方自治法
伊丹市財産区管理会条例

〇 × 不可

伊丹市行政不服審査会

審査庁からの諮問に応じ審査請求事件に係る調査審議など、行政不服審査法によりそ
の権限に属させられた事項を処理します。

行政不服審査法
伊丹市行政不服審査法施行条例

〇 × 可(一部) 総務部法務室法務管理課

伊丹市特別職報酬等審議会

市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議します。

伊丹市特別職報酬等審議会条例 × 〇 可

伊丹市退職手当審査会

退職手当管理機関の諮問に応じ、退職手当の支給制限等の処分について審査します。

伊丹市職員退職手当支給条例 × × 不可

公務災害補償等審査会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第３条第２項の規定
により実施機関の行なう公務または通勤により生じた災害の認定について、実施機関の
諮問に応じ、調査審議することおよび実施機関に対する意見の具申に関することを担任
します。

執行機関の附属機関に関する条例 〇 × 不可

公務災害補償等認定委員会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく実施機関の
行なう公務または通勤により生じた災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補
償の実施についての不服の審査に関することを担任します。 執行機関の附属機関に関する条例 〇 × 不可

伊丹市国民保護協議会

市長の諮問に応じて本市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審
議し、市長に意見を述べます。 武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律
伊丹市国民保護協議会条例

〇 × 可(一部)

伊丹市防災会議

伊丹市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進するとともに、市長の諮問に応じ
て市の地域に係る防災に関する重要事項を審議し、市長に意見を述べる等します。

災害対策基本法
伊丹市防災会議条例

〇 × 可(一部)

伊丹市行財政審議会

市長の諮問に応じ、市の行財政に関する事項を調査審議し、市長に答申します。

執行機関の附属機関に関する条例 × 〇 可 財政基盤部財政企画室
経営企画課

総務部総務室総務課

総務部総務室管財課

総務部人材育成室給与制度課

総務部人材育成室研修厚生課

総務部危機管理室

概要を説明しています。

設置根拠となる法律・条例等を記載しています。

委員が常時１人以上選任（委嘱又は任命等）されている（任期に切れ目がない）ことを指します。「×」と記載されている審議会等は、休会中の場合があります。

市民公募委員を委員の一部に選任していること（直近の審議会等において選任した実績があること、今後選任する予定があることを含む）を指します。ただし、「〇」と記載されていても、公
募を行わない場合があり、また「×」と記載されていても、公募を行う場合があります。

通常時において、会議を公開し、傍聴を受け入れていることを指します。ただし、「可」と記載されていても、審議内容等によっては非公開の場合があり、また「不可」と記載されていても、審
議内容等によっては公開の場合があります。

事務局等を担う主管課を記載しています。各審議会等の詳細については、各担当所属にお問い合わせください。

審議会等の一覧表 令和7年（2025年）11月1日現在
伊丹市

＜本表の説明＞

「附属機関（及びその部会等）」と「その他の機関」に分かれています。

原則として、担当所属の組織順に並べています。ただし、「附属機関（及びその部会等）」については、そのうち「伊丹市使用料手数料等審議会」及び「指定管理者選定委員会」を同一覧の
下方に記載しています。また、部会等については、当該部会等が属する審議会等の下に配置しています。

名称を記載しています。名称（青字のものに限る）をクリックすると、各審議会等のリンク先ページにアクセスし、詳細を確認できます。

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SISETU_MANA/management_committee/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SEISAKU/SOGO_KEIKAKU/6th_SOKEI/soukei_shingikai/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/GREEN/KANKYO_SINGI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/MIDORI/SEIBUTUTAYOSEI_MIDORINOKIHONKEKAKU/midorikankyoubukai/midorikankyoubukai.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/JOHOKOKAI_KOZINJOHO_SINSAKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/1507685784894.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/HOUMUKANRI/news/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/TOKUBETUSYOKU_HOSYUTOU_SINGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/taisyokuteateshinsakai/1507609621605.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/ITAMISI_KOKUMIN_HOGO/ITAMISI_KOKUMINHOGO_KYOGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/SAIGAINISONAETE/ITAMISHI_BOSAI_KAIGI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/KEIEI_KIKAKU/gyouzaiseipuran_r7_1/gyouzaiseishinngikai/index.html


伊丹市参画協働推進委員会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するとともに、市長に対し意見を述べま
す。
(１)市民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況及び成果に関すること。
(２)伊丹市まちづくり基本条例の見直しその他市民の参画と協働によるまちづくりに関す
る重要事項。

伊丹市まちづくり基本条例 〇 〇 可(一部)
市民自治部まちづくり室
まちづくり推進課

伊丹市廃棄物減量等推進審議会

本市における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律
伊丹市廃棄物の処理および清掃に
関する条例

× 〇 可 市民自治部まちづくり室生活環境課

伊丹市消費生活審議会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)消費者教育の推進に関する法律第10条第２項に規定する市町村消費者教育推進計
画の策定及び変更に関すること。
(２)その他市民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項

伊丹市消費生活審議会条例 × 〇 可 市民自治部市民サービス室
消費生活センター

伊丹市人権教育・啓発施策審議会

審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)人権教育及び人権啓発に関する基本方針の策定及び見直し
(２)人権教育及び人権啓発に関する施策の評価
(３)前２号に掲げるもののほか、人権教育及び人権啓発の推進に関する重要事項

伊丹市人権教育・啓発施策審議会
条例

× 〇 可
市民自治部共生推進室
同和・人権・平和課

伊丹市男女共同参画審議会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)男女共同参画社会基本法第14条第３項に規定する市町村男女共同参画計画の策定
及び変更
(２)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に規定
する市町村基本計画の策定及び変更
(３)そのほか、男女共同参画の推進に関する重要事項

伊丹市男女共同参画審議会条例 × 〇 可
市民自治部共生推進室
男女共同参画課

伊丹市福祉対策審議会

市長の諮問に応じ、市の福祉対策に関する事項を調査審議し、市長に答申します。

執行機関の附属機関に関する条例 〇 〇 可

伊丹市民生委員推薦会

民生委員候補者の推薦に関する調査及び審議を行います。

民生委員法
伊丹市民生委員推薦会条例

〇 × 不可

伊丹市老人ホーム入所判定委員会

市長の諮問に応じ、養護老人ホーム、特別養護老人ホームへの入所の委託の措置の要
否について審査及び判定を行い、答申します。

伊丹市老人ホーム入所判定委員会
条例

〇 × 不可

伊丹市介護認定審査会

法第38条第２項に規定する審査判定業務のほか、市長の求めに応じ、生活保護法の規
定による介護扶助を行うために必要な審査及び判定の業務を行います。

介護保険法
伊丹市介護保険条例

〇 × 不可

伊丹市地域包括支援センター運営協議会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)介護保険法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センター（以下「センター」と
いう。）が担当する区域の設定に関すること。
(２)センターの設置、変更及び廃止に関すること。
(３)センターの運営の評価及び適切、公正かつ中立な運営に関すること。
(４)地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第２条第１項に規定
する地域包括ケアシステムの構築に関すること。

伊丹市地域包括支援センター運営
協議会条例

〇 〇 可

伊丹市障害支援区分認定審査会

認定審査対象者の基本調査（一次判定及び特記事項並びに主治医意見書）に基づき、
障害支援区分について、審査及び判定を行います。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

〇 × 不可 健康福祉部地域福祉室障害福祉課

伊丹市いじめ問題対策連絡協議会

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための取組に関する関係行政
機関及び関係団体相互の連絡調整を行います。 いじめ防止対策推進法

伊丹市いじめ問題対策連絡協議会
等条例

× × 不可 健康福祉部生活支援室こども福祉課

伊丹市国民健康保険運営協議会

市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を審議します。
(１)一部負担割合に関する事項。
(２)保険税の賦課方法に関する事項。
(３)給付期間に関する事項。
(４)その他の給付の種類および内容に関する事項。
(５)前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項。

国民健康保険法 〇 〇 可 健康福祉部保健医療推進室
国保年金課

伊丹市予防接種健康被害調査委員会

市長の諮問に応じ、本市が実施した予防接種により生じた疑いのある健康被害につい
て、医学的な見地から調査又は審議を行い、答申します。

伊丹市予防接種健康被害調査委員
会条例

〇 × 不可 健康福祉部保健医療推進室
母子保健課

伊丹市労働問題審議会

市長の諮問に応じ、労働問題に関する事項を調査審議することおよび重要事項に関し市
長に意見の具申をします。

執行機関の附属機関に関する条例 × × 可

伊丹市商工業振興委員会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)商工業の振興に係る総合的な計画の策定及びその実施状況に関すること。
(２)企業の立地の促進に関すること。
(３)雇用機会の創出に関すること。
(４)中小企業の育成及び発展に関すること。
(５)その他商工業の振興に関する重要事項

伊丹市商工業振興委員会条例 〇 〇 可

伊丹市企業立地計画審査会

企業立地計画の認定に関する事項について調査審議します。

伊丹市企業立地支援条例 〇 × 不可

伊丹市文化財審議委員会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申します。
(1)市指定文化財の指定およびその保持者の認定ならびにその解除に関すること
(2)その他文化財保護に関すること 文化財保護法

伊丹市文化財保護条例
〇 × 可 都市活力部まち資源室文化振興課

伊丹市都市計画審議会

法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ次に掲げる
事項について調査審議します。
(１)本市が定める都市計画に関すること。
(２)都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(３)その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

都市計画法
伊丹市都市計画審議会条例

〇 〇 可 都市活力部都市整備室都市計画課

伊丹市都市景観審議会

市長の諮問に応じ、都市景観の形成に関する事項及び風致地区内の建築等に関する事
項を調査審議すること並びに重要事項に関し市長に意見の具申をします。

執行機関の附属機関に関する条例
伊丹市都市景観審議会規則

〇 〇 可(一部) 都市活力部都市整備室都市計画課

伊丹市空家等対策協議会

市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。
(１)空家等対策計画（法第７条第１項に規定する空家等対策計画をいう。次号において同
じ。）の作成及び変更に関すること。
(２)空家等対策計画の実施状況に関すること。
(３)特定空家等（法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。）に該当するか否かの判
断が困難である場合の当該判断に関すること。

空家等対策の推進に関する特別措
置法
伊丹市空家等対策協議会条例

〇 〇 可

伊丹市建築審査会

建築基準法第78条の規定に基づき、同法に規定する同意及び審査請求に対する裁決に
ついての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、同法の施行に関する重要事項を調
査、審議します。 建築基準法

伊丹市建築審査会条例
〇 × 可

伊丹市住生活基本計画審議会

市長の諮問に応じ、市民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計
画の策定及び見直しに関する事項について、調査審議し、答申します。

伊丹市住生活基本計画審議会条例 × 〇 可 都市活力部都市整備室住宅政策課

伊丹市総合交通会議

市長の諮問に応じ、交通体系の整備その他の交通に関する施策に係る総合的な計画の
策定及び変更について調査審議し、答申します。

伊丹市総合交通会議条例 〇 〇 可 都市交通部交通政策室交通政策課

健康福祉部地域福祉室介護保険課

都市活力部産業振興室商工労働課

都市活力部都市整備室建築指導課

健康福祉部地域福祉室
地域・高年福祉課

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MACHI/SANKUAK_KYODO_SUISIN_IINKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/shiseijoho/shingikai/fuzokukikan/BUNYA/kankyo/41775.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SYOHI/syohiseikatsu_singikai/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/JINKEN/douwa_jinkenkankei/jinkenn_keihatusesaku/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/DANJYO/DANJO_SINGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/TIKI_KONEN/TIIKIHUKUSI/HUKUSI_SINGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/TIKI_KONEN/TIIKIHUKUSI/MINSEIIIN_ZIDOIIN/1505449872945.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/TIKI_KONEN/KOUREISYA/1505455822253.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KAIGO/KAIGO_HOKEN_SEIDO/1389792874911.html
https://www.city.itami.lg.jp/shiseijoho/shingikai/fuzokukikan/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/41168.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SYOGAIF/service/syougaishinsakai.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMI_KENKO_HOKEN/seido/ITAMI_KOKUHO_UNEI_KYOGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/BOSHIHOKEN/YOBO_SESSYU/36133.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/SYOKAN/RODO_MONDAI_SINGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/SYOKAN/SYOUKOUGYOU_SHINKOU_IINKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/SYOKAN/1508720945898.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/BUNKA/bunnkazai/BUNKAZAI/ITAMI_BUNKAZAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSHIKEIKAKU/TOSIKEIKAKU/TOSIKEIKAKU_SINGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSHIKEIKAKU/toshikeikan/toshikeikan/keikansinngikai/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/KENTIKUSIDO/itamishi_akiyatou_taisakukyougikai/1443070371680.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/KENTIKUSIDO/KENTIKU_SINSA_KAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/KOTU_SEISAKU/itamishisogokotsukaigi/index.html


伊丹市昆虫館運営協議会

市長の諮問に応じ、昆虫等及び自然環境保全等に関する専門的事項並びに自然環境
学習の推進に関する基本的事項を調査審議し、答申します。

伊丹市昆虫館条例 〇 × 可
都市交通部みどり公園室
みどり自然課

伊丹市いじめ防止等対策審議会

教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策に関する事項
(２)法第28条第１項の規定による調査に関する事項

いじめ防止対策推進法
伊丹市いじめ問題対策連絡協議会
等条例

× × 可(一部)
教育委員会事務局学校教育部
学校教育課

伊丹市義務教育諸学校等教科用図書選定委員会

教育委員会の諮問に応じ、伊丹市立小学校、伊丹市立中学校及び伊丹市立伊丹特別
支援学校において使用する教科用図書の選定について調査審議し、答申します。

伊丹市教科用図書選定委員会条例 × 〇 不可

伊丹市立伊丹高等学校教科用図書選定委員会

教育委員会の諮問に応じ、伊丹市立伊丹高等学校において使用する教科用図書の選定
について調査審議し、答申します。

伊丹市教科用図書選定委員会条例 × 〇 不可

伊丹市教育支援委員会

教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)障害のある幼児、児童及び生徒の適切な就学に関すること。
(２)障害のある児童及び生徒の転学に関すること。
(３)障害のある児童及び生徒の就学後の教育的支援に関すること。

伊丹市教育支援委員会条例 〇 × 不可

伊丹市特別支援教育審議会

教育委員会の諮問に応じ、特別支援教育に関する基本方針の策定及び変更並びに実
施状況について調査審議し、答申します。

伊丹市特別支援教育審議会条例 〇 × 不可

伊丹市学校教育審議会

教育委員会の諮問に応じ、本市の学校教育に関するもののうち次に掲げる事項につい
て調査審議し、答申します。
(１)学校教育の振興に関する重要事項
(２)学校及び幼稚園の設置、廃止、統合及び分離に関する事項
(３)通学及び通園区域の設定及び変更に関する事項

伊丹市学校教育審議会条例 × 〇 可(一部) 未来戦略チーム

伊丹市子ども・子育て審議会

市長の諮問に応じ、子ども・子育て支援法第72条第１項各号に掲げる事務を処理するほ
か、次世代育成支援対策推進法第８条第１項に規定する市町村行動計画に関する事項
について調査審議します。 子ども・子育て支援法

伊丹市子ども･子育て審議会条例
〇 〇 可

伊丹市教育環境審査会

市長の諮問に応じ、教育環境保全のため建築規制に関する事項を審査し、市長に意見
の具申をします。 執行機関の附属機関に関する条例

伊丹市教育環境保全のための建築
等の規制条例

〇 × 不可

伊丹市青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調
査審議し、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期
するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ります。 地方青少年問題協議会法

伊丹市青少年問題協議会条例
〇 〇 可

伊丹市社会教育委員の会

社会教育に関する諸計画を立案するほか、定時または臨時に会議を開き、教育委員会
の諮問に応じ、意見を述べる等、社会教育に関し教育委員会に助言します。 社会教育法

伊丹市社会教育委員設置条例 〇 〇 可 教育委員会事務局生涯学習部
社会教育課

伊丹市スポーツ推進審議会

スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、同法第10
条第１項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項
について調査審議し、およびこれらの事項に関して教育委員会に建議します。 スポーツ基本法

伊丹市スポーツ推進審議会条例
〇 × 可 教育委員会事務局生涯学習部

スポーツ振興課

伊丹市立図書館協議会

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館
長に対して意見を述べます。

図書館法
伊丹市立図書館条例

〇 〇 可 教育委員会事務局生涯学習部
図書館

治験審査委員会

病院長の諮問に応じ、治験について、倫理的、科学的および医学的、薬学的観点から審
議・評価し、答申します。

ヘルシンキ宣言
GCP（Good　Clinical　Practice）

〇 × 不可 市立伊丹病院薬剤部薬剤科

市立伊丹病院倫理委員会

管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)人を対象とする医学的研究の実施および継続の適否ならびに当該研究の実施状況
に関すること。
(２)医療行為における倫理的な配慮のあり方に関すること。

人を対象とする生命科学・医学系研
究に関する倫理指針
伊丹市病院事業の設置等に関する
条例

〇 × 不可 市立伊丹病院臨床研究支援室

市立伊丹病院地域医療支援委員会

管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申します。
(１)地域医療の支援のための、病院施設の提供、救急医療の提供、紹介患者への医療
の提供および医療従事者への研修の実施のあり方に関すること。
(２)地域住民の健康増進に係る取組に関すること。
(３)在宅医療および在宅介護の実現のための介護および福祉の関係機関ならびに地域
の医療機関との連携に関すること。
(４)その他地域における医療の確保のために必要な支援に関する重要事項

医療法施行規則
伊丹市病院事業の設置等に関する
条例

〇 × 可 市立伊丹病院地域医療連携室

伊丹市使用料手数料等審議会

市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議することおよび重要事項に関し市長に意見
の具申をします。
※公の施設利用に係る使用料等 × 〇 可 財政基盤部財政企画室経営企画課

伊丹市使用料手数料等審議会

市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議することおよび重要事項に関し市長に意見
の具申をします。
※交通事業に係る使用料等 × 〇 可 交通局総務課

伊丹市使用料手数料等審議会

市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議することおよび重要事項に関し市長に意見
の具申をします。
※水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に係る使用料等 × 〇 可 上下水道局経営企画室経営企画課

指定管理者選定委員会

指定管理施設（複数の指定管理施設の管理を一括して行わせる場合は、当該複数の指
定管理施設）ごとに置き、市長等の諮問に応じ、次に掲げる事務を行い、答申します。
(１)審査項目及び審査方法の設定について審議を行うこと。
(２)最も適当なものを指定管理者に指定すべきものとして選定する審査を行うこと。

× 不可 財政基盤部財政企画室経営企画課

× 〇 不可 総務部総務室管財課

× 〇 不可 市民自治部まちづくり室
まちづくり推進課

× 〇 不可 市民自治部まちづくり室生活環境課

× 〇 不可 市民自治部共生推進室
男女共同参画課

× × 不可 健康福祉部地域福祉室
地域・高年福祉課

伊丹市公の施設に係る指定管理者
の指定の手続等に関する条例

伊丹市立伊丹市役所内駐車場及び伊丹市立保健センター内駐車場指定管理者選定委員会

伊丹市立市民まちづくりプラザ指定管理者選定委員会

伊丹市営斎場及び伊丹市神津墓地合葬式墓地指定管理者選定委員会

伊丹市公の施設に係る指定管理者
の指定の手続等に関する条例

伊丹市男女共同参画センター指定管理者選定委員会

伊丹市立サンシティホール指定管理者選定委員会

学校教育部学校教育課

教育委員会事務局こども未来部こども
室次世代育成課

執行機関の附属機関に関する条例

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/MIDORI/news/news/KONTYUKAN_UNEI.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDGAKO/EDGAKOSIDO/IZIME_TORIKUMI/ijime/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDGAKO/EDGAKOSIDO/OMONA_TORIKUMI/TOKUBETU_SIEN_KYOIKU/1509608975956.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDGAKO/EDGAKOSIDO/OMONA_TORIKUMI/TOKUBETU_SIEN_KYOIKU/1509609706756.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDMIRAI/mirai_senryaku/45597.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/KODOMOW/KODOMO_KOSODATE_SIENZIGYO/ITAMI_KODOMO_KOSODATE_SINGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/KODOMOW/1505461014985.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/KODOMOW/ITAMI_SESYONEN_KYOGIKAI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/shiseijoho/shingikai/fuzokukikan/BUNYA/sodachi_manabi/41381.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDSPORTS/sportsdantai/1386814177612.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/record/toshokan_yoko/1482387651763.html
https://www.hosp.itami.hyogo.jp/information/chiken/chiken6/
https://www.hosp.itami.hyogo.jp/information/ethics/
https://www.hosp.itami.hyogo.jp/regional-medicine/
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/KEIEI_KIKAKU/sonotasinngikai/siyouryoutesuuryou/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/koutuukyoku/34227.html


× × 不可 都市活力部産業振興室商工労働課

× 〇 不可 都市活力部産業振興室農業政策課

× 〇 不可 都市活力部都市整備室住宅政策課

× 〇 不可

× 〇 不可

× × 不可
教育委員会事務局こども未来部
こども室次世代育成課

× × 不可
教育委員会事務局生涯学習部
スポーツ振興課

その他の機関

名称 概要 設置根拠 常設 公募 傍聴 担当所属

伊丹創生検証会議

第６次伊丹市総合計画における実施計画で地方創生の取組として位置付けた実施施策
に係る成果指標並びに実施施策の評価及び検証を効果的に行います。

伊丹創生検証会議設置要綱 〇 × 不可 総合政策部政策室

伊丹市人権教育・啓発推進会議

本市の人権教育及び人権啓発の施策に係る事項並びに伊丹市立人権啓発センターの
運営に関する事項について検討し、市長に意見を述べます。 伊丹市人権教育・啓発推進会議設

置要綱
〇 〇 可 市民自治部共生推進室

同和・人権・平和課

伊丹市高齢者虐待防止ネットワーク会議

次に掲げる事項を所掌します。
(１)高齢者虐待の防止に係る関係機関、民間団体等との連携強化及び情報交換に関す
ること。
(２)高齢者虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止の対策強化に関すること。
(３)高齢者虐待の被害者及び養護者への支援体制等の整備に関すること。
(４)高齢者虐待の伊丹市における実態把握に関すること。
(５)養護者による高齢者虐待の防止に資する支援に関すること。
(６)その他高齢者虐待の防止及びネットワークの運営等に関すること。

伊丹市高齢者虐待防止ネットワーク
会議設置要綱

〇 × 不可

伊丹市成年後見制度利用促進委員会

認知症や知的障害、精神障害等により判断能力に不安を抱えるなど、成年後見制度等
の利用を必要とする人を確実に支援につなげるため、関係機関による地域連携ネット
ワークを構築し必要な支援を実施するとともに、関係機関の連携を強化します。

伊丹市成年後見制度利用促進委員
会設置要綱

〇 × 不可

伊丹市共生福祉社会推進会議
地域福祉に関する諸課題について市民及び関係団体と情報を共有するとともに、共生福
祉社会の実現を図るために必要な支援のあり方について協議するための対話の場とし
て設置します。

伊丹市共生福祉社会推進会議設置
要綱

〇 × 不可

伊丹市福祉権利擁護センター受任調整会議
複雑、複合的な課題を有する高齢者及び障がい者等に対する成年後見制度の利用に関
し、本人の状況に応じた適切な後見人等候補者の選定及び必要な支援体制について協
議します。

伊丹市福祉権利擁護センター受任
調整会議設置要綱

〇 × 不可

伊丹市障害者虐待防止連絡会

障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援、養護者に対する支援を総合
的かつ機能的に推進するための関係機関の連絡・連携体制の強化を目的とします。 伊丹市障害者虐待防止対策事業実

施要綱
〇 × 不可

伊丹市障害者地域自立支援協議会

障がいのある人が自立した生活を営むことができる地域づくりに関し、関係機関により協
議を行うため設置され、次に掲げる事項について協議を行い、必要に応じその結果を市
長に報告します。
(１)地域生活の支援に係る困難事例への対応のあり方に関すること。
(２)地域生活の支援に係る関係機関によるネットワークの構築等に関すること。
(３)地域生活の支援に係る情報の収集、提供及び普及啓発に関すること。
(４)伊丹市障害福祉計画の進捗状況報告に関すること。
(５)障害者差別の相談事例等に係る情報の収集及び障害者差別解消に向けた普及啓
発に関すること。
(６)伊丹市手話言語条例に基づく施策の実施に関すること。
(７)日中サービス支援型指定共同生活援助事業の実施状況等に係る評価等に関する
こと。
(８)その他地域生活の支援に関すること。

伊丹市障害者地域自立支援協議会
設置要綱

〇 〇 可

伊丹市地域密着型サービス運営委員会

次に掲げる事項について協議します。
(１)地域密着型サービス事業所の指定に関すること。
(２)地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(３)地域密着型サービスの質の確保及び運営の評価に関すること。
(４)前号に掲げるもののほか、地域密着型サービス事業の適正な運営を確保するために
市長が必要と認める事項

伊丹市地域密着型サービス運営委
員会設置要綱

〇 〇 可 健康福祉部地域福祉室法人監査課

伊丹市保健医療推進協議会 本市における保健医療に係る施策の総合的及び計画的な推進について協議します。 伊丹市保健医療推進協議会設置要
綱

× 〇 不可 健康福祉部保健医療推進室
健康政策課

伊丹市技能功労者表彰選考委員会 団体等から推薦された技能功労被表彰候補者の中から、選考委員会に諮って市長が被
表彰者を決定します。

伊丹市技能功労者表彰要綱 × × 不可 都市活力部産業振興室商工労働課

伊丹市資料修史等専門委員会

伊丹市域の歴史・文化（市立伊丹ミュージアムにおいて行う事業に係るものを除く。）に関
する事項を調査し、研究し、及び協議します。 伊丹市資料修史等専門委員会の設

置に関する要綱
〇 × 不可 都市活力部まち資源室文化振興課

市立伊丹病院・公立学校共済組合近畿中央病院統合
委員会

市立伊丹病院と公立学校共済組合近畿中央病院の統合再編に関する具体的事項を検
討し、協議します。 市立伊丹病院・公立学校共済組合

近畿中央病院統合委員会設置要綱
× × 不可 地域医療体制整備推進班

伊丹市明るい選挙推進協議会 伊丹市における選挙啓発機関として、啓発運動の方法等を協議し、あわせてこの運動を
積極的に推進することにより、明るい選挙の実現を図ります。

伊丹市明るい選挙推進協議会規約 〇 〇 不可 選挙管理委員会事務局

伊丹市立総合教育センター運営協議会 総合教育センターで行う事業が、その目的に添ったものであるかを協議します。 伊丹市立総合教育センター運営協
議会設置要綱

× × 不可 教育委員会事務局学校教育部
総合教育センター

教育支援センター「やまびこ」運営委員会
伊丹市の小・中学校の不登校児童生徒の実態を把握し、総合的な研究を行うとともに、
教育支援センター「やまびこ」の運営について助言を行い、児童生徒が小集団による学
習や体験活動を通して学校復帰や社会的自立をさせることを目的とします。

教育支援センター「やまびこ」運営委
員会規約

〇 × 不可 教育委員会事務局学校教育部　総合
教育センター・少年愛護センター

少年愛護センター運営協議会 伊丹市立少年愛護センター運営協議会は、伊丹市立少年愛護センターの合同活動の実
施について協議するとともに、関係機関および団体の連絡協調を図る会です。

伊丹市立少年愛護センター条例施
行規則

〇 × 不可 教育委員会事務局学校教育部　総合
教育センター・少年愛護センター

健康福祉部地域福祉室障害福祉課

伊丹市自転車駐車場指定管理者選定委員会

都市交通部交通政策室交通政策課

中心市街地駐車場及び伊丹市立文化会館駐車場指定管理者選定委員会

伊丹市立児童会館指定管理者選定委員会

伊丹市立緑ケ丘体育館・武道館等、伊丹市立ローラースケート場指定管理者選定委員会

健康福祉部地域福祉室
地域・高年福祉課

伊丹市公の施設に係る指定管理者
の指定の手続等に関する条例

伊丹市立労働福祉会館、伊丹市立中央公民館及び伊丹市青少年センター（スワンホール）指定管理者選定委員会

伊丹市公設市場指定管理者選定委員会

伊丹市営住宅等指定管理者選定委員会

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SEISAKU/itamisouseikenshoukaigi/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/JINKEN/douwa_jinkenkankei/ITAMI_ZINKEN_KAIGI/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SYOGAIF/kyougikai/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KENKO_SEISAKU/ITAMI_KENKO_KEIKAKU/ITAMI_HOKEN_IRYO_KYOGIKAI/32454.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/BUNKA/rekishi/27878.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TIKI_IRYO/shirituitamibyouinntokinnkichuuoubyouinn/tougouiinnkai/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TIKI_IRYO/shirituitamibyouinntokinnkichuuoubyouinn/tougouiinnkai/index.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SENKAN/30605.html
https://www.itami.ed.jp/sougou/unneikyogikai/index.html


伊丹市体力向上推進委員会 伊丹市立学校児童生徒における体力向上等に関する諸問題を調査研究し、学校体育の
振興、充実を図ります。

伊丹市体力向上推進委員会設置要
綱

〇 × 不可

アレルギー対策委員会 伊丹市立学校園におけるアレルギー対策を検討します。 アレルギー対策委員会設置要綱 〇 × 不可

伊丹市中学校部活動の地域移行に関する協議会
伊丹市立中学校における部活動を地域単位での活動へ移行することに関し現状を把握
するとともに、地域移行に関する諸課題について協議します。

伊丹市中学校部活動の地域移行に
関する協議会設置要綱

〇 × 不可
教育委員会事務局未来教育プロジェ
クト部活動地域移行チーム

伊丹市交通局車体全面広告（ラッピングバス）自主審
査会

伊丹市交通局車体全面広告審査基準に係る車体広告掲出申込みがあった際、自動車
運送事業管理者の命を受け、同基準に基づき審査を行う。

伊丹市交通局車体全面広告（ラッピ
ングバス）自主審査会設置要綱

〇 〇 不可 交通局企画営業課

医科臨床研修管理委員会

次に掲げる事項について調査審議します。
（1）研修プログラムの評価、見直し、作成に関すること。
（2）各研修プログラム間の相互調整に関すること。
（3）研修医の募集、採用、中断、終了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理に関す
ること。
（4）研修医の処遇、健康管理に関すること。
（5）採用時における研修希望者の評価に関すること。
（6）研修医の研修進捗状況の把握、評価及び指導医等への指導、助言に関すること。
（7）研修後および中断後の進路における支援に関すること。
（8）その他病院長が必要と認めた事項に関すること。

医科臨床研修管理委員会設置要綱 〇 × 不可

歯科臨床研修管理委員会

次に掲げる事項について調査審議します。
（1）研修プログラムの評価、見直し、作成に関すること。
（2）各研修プログラム間の相互調整に関すること。
（3）研修医の募集、採用、中断、終了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理に関す
ること。
（4）研修医の処遇、健康管理に関すること。
（5）採用時における研修希望者の評価に関すること。
（6）研修医の研修進捗状況の把握、評価及び指導医等への指導、助言に関すること。
（7）研修後および中断後の進路における支援に関すること。
（8）その他病院長が必要と認めた事項に関すること。

歯科臨床研修管理委員会設置要綱 〇 × 不可

利益相反委員会
病院長の諮問に応じ、医学系研究にかかる利益相反について、調査審議し、答申しま
す。

臨床研究法
人を対象とする生命科学・医学系研
究に関する倫理指針

〇 × 不可 市立伊丹病院臨床研究支援室

伊丹市都市景観審議会デザイン審査小委員会

審議会から付議されて調査審議し、その結果を審議会に報告します。次に掲げる所掌事
務に関することを処理します。
(１)景観法第16条及び伊丹市都市景観条例第14条に基づく届出のデザインに対する助
言及び指導
(２)市が実施する公共事業に係る形態意匠、色彩等の相談及び助言
(３)景観重要建造物、景観重要樹木、都市景観形成建築物に係る相談及び助言
(４)その他良好な景観形成の相談及び助言

伊丹市都市景観審議会規則
伊丹市都市景観審議会小委員会規
程

〇 × 可(一部) 都市活力部都市整備室都市計画課

教育委員会事務局学校教育部
保健体育課

市立伊丹病院事務局総務課

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDGAKO/HOKENTAIIKU/hokentaiikuka_shingikaitou/40362.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDGAKO/HOKENTAIIKU/hokentaiikuka_shingikaitou/40365.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDMIRAI/bukatsudou/45035.html
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSHIKEIKAKU/toshikeikan/toshikeikan/dezainnsinnsa/index.html

